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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 8月 16日 (2005.8.16)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 エ ン ジ ン と 、 前 記 エ ン ジ ン に よ っ て 駆 動 さ れ る 発 電 機 と 、 前 記 発 電 機 に よ っ て 充 電 さ れ
る 蓄 電 池 と 、 前 記 蓄 電 池 の 充 電 状 態 が 所 定 の 範 囲 内 に な る よ う に 前 記 蓄 電 池 の 充 放 電 を 制
御 す る 蓄 電 池 充 放 電 制 御 部 と 、 を 有 し 、 車 に 搭 載 さ れ て お り 、
　 前 記 蓄 電 池 充 放 電 制 御 部 は 、 前 記 エ ン ジ ン 又 は 前 記 車 が 停 止 し た 状 態 が 発 生 す る 頻 度 を
検 出 し 、 前 記 頻 度 が 所 定 の 閾 値 以 上 で あ る 場 合 に お け る 前 記 所 定 の 範 囲 の 上 限 値 を 、 前 記
頻 度 が 前 記 所 定 の 閾 値 未 満 で あ る 場 合 に お け る 前 記 上 限 値 よ り 設 定 す る こ と を 特 徴 と
す る 電 源 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 発 電 機 は 、 前 記 エ ン ジ ン を 補 助 す る 電 動 機 と し て 動 作 す る こ と が で き 、
　 前 記 蓄 電 池 充 放 電 制 御 部 は 、 少 な く と も 前 記 エ ン ジ ン が 停 止 状 態 か ら 動 作 状 態 に 変 化 し
た 時 に 前 記 蓄 電 池 が 放 電 し て 前 記 発 電 機 を 電 動 機 と し て 駆 動 し 、 前 記 エ ン ジ ン が 動 作 状 態
を 継 続 し た 後 は 前 記 蓄 電 池 が 前 記 発 電 機 に よ っ て 充 電 さ れ る よ う に 前 記 蓄 電 池 の 充 放 電 を
制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 電 源 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 蓄 電 池 充 放 電 制 御 部 は 、 前 記 頻 度 が 前 記 所 定 の 閾 値 以 上 で あ る 場 合 に お け る 前 記 上
限 値 を 前 記 蓄 電 池 の 最 大 定 格 に 設 定 し 、 前 記 頻 度 が 前 記 所 定 の 閾 値 未 満 で あ る 場 合 又 は 前
記 所 定 の 閾 値 よ り 低 い 値 で あ る 他 の 閾 値 未 満 で あ る 場 合 に お け る 前 記 上 限 値 を 前 記 蓄 電 池
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が 前 記 発 電 機 か ら の 回 生 エ ネ ル ギ ー を 充 電 可 能 な 値 に 設 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
又 は 請 求 項 ２ に 記 載 の 電 源 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 蓄 電 池 が 鉛 蓄 電 池 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は 請 求 項 ２ に 記 載 の 電 源 制 御
装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 エ ン ジ ン と 、 前 記 エ ン ジ ン に よ っ て 駆 動 さ れ る 発 電 機 と 、 前 記 発 電 機 に よ っ て 充 電 さ れ
る 蓄 電 池 と を 有 し 、 車 に 搭 載 さ れ た 電 源 制 御 装 置 の 制 御 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 蓄 電 池 の 充 電 状 態 が 所 定 の 範 囲 内 に な る よ う に 前 記 蓄 電 池 の 充 放 電 を 制 御 す る 制 御
ス テ ッ プ と 、
　 前 記 エ ン ジ ン 又 は 前 記 車 が 停 止 し た 状 態 が 発 生 す る 頻 度 を 検 出 す る 検 出 ス テ ッ プ と 、
　 を 有 し 、
　 前 記 頻 度 が 所 定 の 閾 値 以 上 で あ る 場 合 に お け る 前 記 制 御 ス テ ッ プ の 前 記 所 定 の 範 囲 の 上
限 値 を 、 前 記 頻 度 が 前 記 所 定 の 閾 値 未 満 で あ る 場 合 に お け る 前 記 上 限 値 よ り 設 定 す る
こ と を 特 徴 と す る 電 源 制 御 装 置 の 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 発 電 機 は 、 前 記 エ ン ジ ン を 補 助 す る 電 動 機 と し て 動 作 す る こ と が で き 、
　 少 な く と も 前 記 エ ン ジ ン が 停 止 状 態 か ら 動 作 状 態 に 変 化 し た 時 に 前 記 蓄 電 池 が 放 電 し て
前 記 発 電 機 を 電 動 機 と し て 駆 動 し 、 前 記 エ ン ジ ン が 動 作 状 態 を 継 続 し た 後 は 前 記 蓄 電 池 が
前 記 発 電 機 に よ っ て 充 電 さ れ る よ う に 前 記 蓄 電 池 の 充 放 電 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 ５ に 記 載 の 電 源 制 御 装 置 の 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 頻 度 が 前 記 所 定 の 閾 値 以 上 で あ る 場 合 に お け る 前 記 上 限 値 を 前 記 蓄 電 池 の 最 大 定 格
に 設 定 し 、 前 記 頻 度 が 前 記 所 定 の 閾 値 未 満 で あ る 場 合 又 は 前 記 所 定 の 閾 値 よ り 低 い 値 で あ
る 他 の 閾 値 未 満 で あ る 場 合 に お け る 前 記 上 限 値 を 前 記 蓄 電 池 が 前 記 発 電 機 か ら の 回 生 エ ネ
ル ギ ー を 充 電 可 能 な 値 に 設 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 又 は 請 求 項 ６ に 記 載 の 電 源 制
御 装 置 の 制 御 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 【 ０ ０ １ １ 】
　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 上 記 課 題 を 解 決 す る た め 、 本 発 明 は 以 下 の 構 成 を 有 す る 。 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 は 、 エ
ン ジ ン と 、 前 記 エ ン ジ ン に よ っ て 駆 動 さ れ る 発 電 機 と 、 前 記 発 電 機 に よ っ て 充 電 さ れ る 蓄
電 池 と 、 前 記 蓄 電 池 の 充 電 状 態 が 所 定 の 範 囲 内 に な る よ う に 前 記 蓄 電 池 の 充 放 電 を 制 御 す
る 蓄 電 池 充 放 電 制 御 部 と 、 を 有 し 、 車 に 搭 載 さ れ て お り 、 前 記 蓄 電 池 充 放 電 制 御 部 は 、 前
記 エ ン ジ ン 又 は 前 記 車 が 停 止 し た 状 態 が 発 生 す る 頻 度 を 検 出 し 、 前 記 頻 度 が 所 定 の 閾 値 以
上 で あ る 場 合 に お け る 前 記 所 定 の 範 囲 の 上 限 値 を 、 前 記 頻 度 が 前 記 所 定 の 閾 値 未 満 で あ る
場 合 に お け る 前 記 上 限 値 よ り 設 定 す る こ と を 特 徴 と す る 電 源 制 御 装 置 で あ る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 請 求 項 ５ に 記 載 の 発 明 は 、 エ ン ジ ン と 、 前 記 エ ン ジ ン に よ っ て 駆 動 さ れ る 発 電 機 と 、 前
記 発 電 機 に よ っ て 充 電 さ れ る 蓄 電 池 と を 有 し 、 車 に 搭 載 さ れ た 電 源 制 御 装 置 の 制 御 方 法 で
あ っ て 、 前 記 蓄 電 池 の 充 電 状 態 が 所 定 の 範 囲 内 に な る よ う に 前 記 蓄 電 池 の 充 放 電 を 制 御 す
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る 制 御 ス テ ッ プ と 、 前 記 エ ン ジ ン 又 は 前 記 車 が 停 止 し た 状 態 が 発 生 す る 頻 度 を 検 出 す る 検
出 ス テ ッ プ と 、 を 有 し 、 前 記 頻 度 が 所 定 の 閾 値 以 上 で あ る 場 合 に お け る 前 記 制 御 ス テ ッ プ
の 前 記 所 定 の 範 囲 の 上 限 値 を 、 前 記 頻 度 が 前 記 所 定 の 閾 値 未 満 で あ る 場 合 に お け る 前 記 上
限 値 よ り 設 定 す る こ と を 特 徴 と す る 電 源 制 御 装 置 の 制 御 方 法 で あ る 。
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